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１【提出理由】

平成25年６月18日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項

及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであ

ります。

 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

平成25年６月18日

 

(2) 決議事項の内容

第１号議案  剰余金処分の件

イ  株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金 5,000円(うち、普通配当4,500円・設立20周年記念配当金500円)    総額

67,985,000円

ロ  効力発生日

平成25年６月19日

第２号議案  定款一部変更の件

当社は、全国証券取引所が公表しました「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、平

成25年５月７日開催の取締役会において、平成25年９月21日付で１株を100株に分割するととも

に、１単元の株式数を100株とする単元株制度を採用する旨並びに会社法の規定に基づき、現行

定款第５条(発行可能株式総数)の変更、及び変更定款案第７条(単元株式数)の新設を行った。こ

れに伴い、変更定款案第８条(単元未満株式についての権利)及び第９条(単元未満株式の買増

し)を新設し、条数の繰下げを行い、効力発生日を明確にするため附則を新設する。

第３号議案  取締役１名選任の件

取締役に伊勢嶋勇氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案  監査役１名選任の件

監査役に沢田恒夫氏が選任され、就任いたしました。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

 

決議事項
賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び
賛成割合(％)

第１号議案 10,783 17 0 (注)１ 可決 99.84％

第２号議案 10,793 7 0 (注)２ 可決 99.94％

第３号議案 10,791 9 0 (注)３ 可決 99.92％

第４号議案 10,778 22 0 (注)３ 可決 99.80％

(注) １  出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３

分の２以上の賛成による。

３　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過

半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを集計

したことにより、全ての議案は可決要件を満たしたことから、株主総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権に係

る議決権の数の一部は集計しておりません。
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